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港湾運送事業料金 
 
 

（１）港湾荷役料金表（総トン数 1,000 トン未満の小型船荷役料金を除く） 

 

Ⅰ．適用範囲 

  この港湾荷役料金は、当該貨物について、接岸本船の船内荷役と沿岸荷役を同一委託者から引受け 

た場合又は、異なる委託者からであっても当該貨物に係る接岸本船の船内荷役と沿岸荷役が同量とな 

る引受の場合等船内荷役と沿岸荷役の荷役手配が一貫して行える場合に適用します。 

 

Ⅱ．料金の種類及び適用方 

 １．基本料金 

                                 （１トンにつき 単位円） 

品    目 

金  額 

 接岸本船 

 上屋・野積場内 

 接岸本船 

 上屋・野積場前 
ユ 

ニ 

タ 

イ 

ズ 

貨 

物 

等 

コンテナ 
   実   入  １，１９３  １，０６６ 

     空  １，０１４    ９０５ 

  パレタイズ貨物・バンパック・バッグコンテナ・プレスリ

ング 
 ２，３０５  ２，１１２ 

  ノックダウン自動車 

  完成車（重量５ﾄﾝ未満かつ容積 20 ﾄﾝ未満のもの） 
 １，８０３  １，６５３ 

  完成車（重量５ﾄﾝ以上又は容積 20 ﾄﾝ以上のもの）  ２，５２４  ２，２９８ 

包 

 

装 

 

品 

  袋物  ３，１５６  ２，８８３ 

  ベール物  ３，０７１  ２，８０２ 

カートン 

ケ ー ス 

クレート 

  雑貨類・機械類（1 個当り 5 ﾄﾝ未満のもの）  ３，４６０  ３，１８３ 

  機械類（1 個当り 5 ﾄﾝ以上のもの）  ２，５２４  ２，２９８ 

  青果類  ２，５９４  ２，３５５ 

  冷凍品・冷蔵品 －  ５，００６ 

有 

 

姿 

 

貨 

 

物 

  タイヤ  ２，３７８  ２，１９９ 

  巻取紙（内地産）  １，９０８  １，７０６ 

木 材 岸壁揚のもの 
原 木 

米国材・南洋材  １，７３９  １，５６３ 

北洋材  ２，３６１  ２，１８８ 

製   材  １，８７０  １，６８９ 

 非鉄金属類（半製品・銑鉄・地金）  ２，８０３  ２，５２０ 

鋼 材 
 一般鋼材（口径 12 ｲﾝﾁ未満の鋼管含む）  ２，７００  ２，４６７ 

 鋼管（口径 12 ｲﾝﾁ以上のもの）・コイル  ２，２９７  ２，１００ 

 石材  ２，７５１  ２，５５６ 

撒 

貨 

物 

 小麦・肥料原料・鉱礦石（粉）  １，８６１  １，６６７ 

 鉱礦石（塊）・特殊鉱礦石・  ２，５７８  ２，３４７ 

 砂糖  ２，４９３  ２，３１２ 

  

(1)作業範囲 

   基本料金が適用される作業範囲は、次のとおりとします。 

   ただし、関連事業に係る行為は除きます。 

   ①「接岸本船内   上屋・野積場内」の場合 

    （揚荷）接岸本船の本船内の貨物を岸壁上に取卸し、上屋・野積場内へ移送、拼付するまでの

作業。 



２ 

 

    （積荷）上屋・野積場内の貨物を岸壁上に移送し、接岸本船内に積込むまでの作業。 

   ②「接岸本船内   上屋・野積場前」の場合 

    （揚荷）接岸本船の本船内の貨物を岸壁上に取卸し、上屋・野積場前又は、貨車・トラック等

の車側へ移送する作業。 

    （積荷）上屋・野積場前又は、貨車・トラック等の車側にある貨物を岸壁上に移送し、接岸本

船内に積込むまでの作業。 

  (2)料金表に記載のない貨物等 

      基本料金表に記載のない貨物については、基本料金表記載の貨物と、荷姿、作業構成員数等が

類似している場合は、その料金を適用し、類似した貨物がない場合は、委託者と協議の上、決定

した料金を基本料金とします。 

 

２．割増料金 

割増料金は、次のとおりとします。 

ただし、割増料金が重複する場合には、基本料金にそれぞれの割増率を乗じて各割増料金を算出

し、これらの金額を合算します。 

種 別 内  容 割増率 

半 夜 荷 役       16 時 30 分から 21 時 30 分までの間における荷役  基本料金の６割増 

土曜日荷役 

 土曜日（当該週の月曜日から金曜日までの間に国民

 の祝日（振替休日を含む）がある場合における土曜

 日を除く。）における荷役 

 基本料金の６割増 

 日曜日・ 

祝祭日荷役 
  日曜日・祝祭日における荷役  基本料金の 10 割増 

 

３．割引料金 

   割引料金は、次のとおりとします。 

   ただし、割引料金が重複する場合には、基本料金にそれぞれの割引率を乗じて各割引料金を算出

し、これらの金額を差し引きます。 

(1)大口数量割引 

    委託者からの１荷役の引受において、同一貨物の量が 

   ①1,000 トン以上 3,000 トン未満の場合、当該貨物の全量について基本料金の 5％ 

   ②3,000 トン以上の場合、当該貨物の全量について基本料金の 7％ 

    に相当する金額を、当該貨物全量について当該貨物の基本料金を乗じて得た金額からそれぞれ割

引ます。 

 

(2)長期大量割引 

    同一委託者からの引受において、次のいずれの項目にも該当する場合は、当該取扱貨物量にそれ

ぞれの基本料金を乗じて得た合計額の５％に相当する額を、当該引受に係る請求額から割引ます。 

①３ヶ月以上の長期契約があること 

②１ヶ月間に２回以上の反復継続の引受があること 

③１回当たりの荷役量が 3,000 トンを超えること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 

 

 

 

４．待機料金 

 待機料金は、次のとおりとします。 

                               （１口１時間につき 単位円） 

    1 口の作業構成員数 

          による区分 

 昼夜区分 

15 人以下 

(12 人） 

16 人～22 人 

(19 人） 

23 人～29 人 

(26 人） 

30 人～36 人 

(33 人） 

37 人以上 

(40 人) 

昼   間 

(８時 30 分から 16 時 30 分まで) 
54,530 84,930 115,350 145,780 171,680 

半   夜 

(16 時 30 分から 21 時 30 分まで) 
84,830 132,110 179,440 226,770 267,060 

    本料金は、荷役開始時刻（昼間荷役にあっては８時 30 分、半夜荷役にあっては 16 時 30 分）以

降における本船入港待、本船積込貨物の到着待又は、天候或いは、揚貨装置故障等による荷役待

機が生じた場合であって、昼間荷役にあっては、８時 30 分から 16 時 30 分までの間、半夜荷役に

あっては、16 時 30 分から 21 時 30 分までの間に発生した待機時間について、それぞれの待機料金

を適用します。 

    ただし、待機事由が港運事業者の責に帰さないものであるときに限ります。 

 

５．最低料金  

   最低料金は、次のとおりとします。 

                                  （１口につき 単位円） 

    1 口の作業構成員数 

          による区分 

 昼夜区分 

15 人以下 

(12 人） 

16 人～22 人 

(19 人） 

23 人～29 人 

(26 人） 

30 人～36 人 

(33 人） 

37 人以上 

(40 人) 

昼   間 

(８時 30 分から 16 時 30 分まで) 
432,600 673,780 915,110 1,156,520 1,362,000 

半   夜 

(16 時 30 分から 21 時 30 分まで) 
432,600 673,780 915,110 1,156,520 1,362,000 

 

   本料金は、次の各号に該当する場合に適用します。 

   ただし、これらの場合が港運事業者の責に帰さないものであるときに限ります。 

 

 (1)荷役手配の取消の場合 

   ①昼間荷役の手配申し受け最終時刻（前日の 15 時）以降２時間を経過してからの取消については、

昼間荷役の最低料金を適用します。 

   ②半夜荷役の手配申し受け最終時刻（当日の 15 時）以降の取消については、半夜荷役の最低料金

を適用します。 

  (2)半端荷役等の場合 

    荷役開始後における作業中止又は、少量作業或いは待機が伴ったこと等により、昼間荷役及び

半夜荷役の区分毎に当該作業に係る請求金額がそれぞれの最低料金額に満たない場合は、該当の

最低料金を適用します。 

 

 

 

 

 

 

６．分担金等 

区   分 金   額 



４ 

 

 (1)港湾福利分担金 

 (2)港湾労働法関係付加金 

 (3)労働安定基金 

 各貨物（一律）１トンにつき ８円 

 各貨物（一律）１トンにつき ３円 

 各貨物（一律）１トンにつき ７円 

 

７．消費税及び地方消費税の加算 

(1)運賃及び料金の総額に消費税法等に基づく税率を乗じて計算します。  

   ただし、免税となる取引には適用しません。 

(2)上記により計算された金額に１円未満の端数が生じたときは１円単位に四捨五入します。 

 

８．料金の計算方 

   料金の計算方は、次によります。 

   計算トン数は、重量、容積いずれか大なる方とし、重量は 1,000 キログラム、容積は 1.133 立方

米をもって１トンとみなします。 

    なお、慣例により重量に一定の係数を乗じて得た数値をもって計算トン数としている場合には、

その例によります。 

ただし、コンテナは実入・空とも 20 フィート型は１個当たり 32 トン、40 フィート型は１個当た

り 48 トンをもってそれぞれ計算トン数とします。 

   また、20 フィート型未満のコンテナは、20 フィート型を基準とする換算トン数をもって計算トン

数とし、35 フィート型及び 45 フィート型等は 40 フィート型と同じとします。 

 

９．その他 

(1)本料金を適用する荷役において、「上屋出しコンテナ詰又は、コンテナ出し上屋入れ作業」、「看貫

作業」、「仕訳作業」、「はい替作業」及び「上屋保管」が伴う場合のこれら諸作業に係る料金は、当

港において適用される港湾荷役料金（沿岸荷役料金）のそれぞれの料金を準用します。 

(2)特殊貨物（特大品、変質・発熱・塵埃・悪臭・汚損の甚だしい貨物、海難貨物等）、雨天・雪天時

荷役及び特殊荷役（海難船・特殊船の荷役、荒天時荷役、荷印その他仕訳を伴う荷役、見本採取等

を伴う荷役、沿岸荷役における長距離移送等）の場合は、基本料金のほかに、委託者と協議の上決

定した金額を申し受けます。 

(3)委託者の要求により、特別の荷役機械、資材等を使用した場合及びフォアマンを増員した場合には、

委託者と協議の上、別途実費を申し受けます。 

(4)本料金表に記載のない事項については、法令に反しない範囲内において当事者間の取極め又は、慣

習によります。 



５ 

 

（２）港湾荷役料金表（船内荷役料金）（総トン数 1,000 トン未満の小型船荷役料金を除く） 

 

Ⅰ．適用範囲 

この港湾荷役料金（船内荷役料金）は、船内荷役のみを行う場合に適用します。 

 

Ⅱ．料金の種類及び適用方 

 １．基本料金 

                         （１トンにつき 単位円） 

品    目 金  額 

ユ 

ニ 

タ 

イ 

ズ 

貨 

物 

等 

コンテナ 
   実   入    ５８６ 

     空    ４９８ 

  パレタイズ貨物・  バンパック・バッグコンテナ・プレス

リング 
 １，４１２ 

  ノックダウン自動車 

  完成車（重量５ﾄﾝ未満かつ容積 20 ﾄﾝ未満のもの） 
 １，１１０ 

  完成車（重量５ﾄﾝ以上又は容積 20 ﾄﾝ以上のもの）  １，４６５ 

包 

 

装 

 

品 

  袋物  １，８８５ 

  ベール物  １，８１３ 

カートン 

ケ ー ス 

クレート 

  雑貨類・機械類（1 個当り 5 ﾄﾝ未満のもの）  ２，１８５ 

  機械類（1 個当り 5 ﾄﾝ以上のもの）  １，４６５ 

  青果類  １，４６９ 

  冷凍品・冷蔵品  ３，７１３ 

有 

 

姿 

 

貨 

 

物 

  タイヤ  １，５６１ 

  巻取紙（内地産）    ９４９ 

木 材 

水落しのもの 原   木    ６３９ 

岸壁揚のもの 
原 木 

米国材・南洋材    ９０２ 

北洋材  １，５７４ 

製   材  １，０１９ 

 非鉄金属類（半製品・銑鉄・地金）  １，４６６ 

鋼 材 
 一般鋼材（口径 12 ｲﾝﾁ未満の鋼管含む）  １，６１９ 

 鋼管（口径 12 ｲﾝﾁ以上のもの）・コイル  １，３７８ 

 石材  １，８６８ 

撒 

貨 

物 

 小麦・肥料原料・鉱礦石（粉）    ９３８ 

 鉱礦石（塊）・特殊鉱礦石  １，４９６ 

 砂糖  １，６７４ 

 

(1)作業範囲 

基本料金が適用される作業範囲は、次のとおりとします。 

ただし、関連事業に係る行為は除きます。 

①揚荷の場合は、本船内の貨物をはしけ内又は岸壁上に取卸し、フックをはずすまでの作業。 

②積荷の場合は、はしけ内又は岸壁上の貨物にフックをかけ、本船に積込むまでの作業。 

(2)料金表に記載のない貨物等 

基本料金表に記載のない貨物については、基本料金表記載の貨物と、荷姿、作業構成員数等が類

似している場合は、その料金を適用し、類似した貨物がない場合は、委託者と協議の上、決定した

料金を基本料金とします。 

 

２．割増料金 

割増料金は、次のとおりとします。 



６ 

 

ただし、割増料金が重複する場合には、基本料金にそれぞれの割増率を乗じて各割増料金を算出

し、これらの金額を合算します。 

種 別 内  容 割増率 

半 夜 荷 役      16 時 30 分から 21 時 30 分までの間における荷役  基本料金の６割増 

土曜日荷役 

土曜日（当該週の月曜日から金曜日までの間に国民 

の祝日（振替休日を含む）がある場合における土曜 

日を除く。）における荷役 

 基本料金の６割増 

 日曜日・ 

祝祭日荷役 
 日曜日・祝祭日における荷役  基本料金の 10 割増 

 

３．割引料金 

   割引料金は、次のとおりとします。 

   ただし、割引料金が重複する場合には、基本料金にそれぞれの割引率を乗じて各割引料金を算出

し、これらの金額を差し引きます。 

(1)大口数量割引 

    委託者からの１荷役の引受において、同一貨物の量が 

   ①1,000 トン以上 3,000 トン未満の場合、当該貨物の全量について基本料金の５％ 

   ②3,000 トン以上の場合、当該貨物の全量について基本料金の７％ 

    に相当する金額を、当該貨物全量について当該貨物の基本料金を乗じて得た金額からそれぞれ割

引ます。 

(2)長期大量割引 

    同一委託者からの引受において、次のいずれの項目にも該当する場合は、当該取扱貨物量にそれ

ぞれの基本料金を乗じて得た合計額の５％に相当する額を、当該引受に係る請求額から割引ます。 

   ①３ヶ月以上の長期契約があること 

   ②１ヶ月間に２回以上の反復継続の引受があること 

   ③１回当たりの荷役量が 3,000 トンを超えること 

 

４．待機料金 

    待機料金は、次のとおりとします。 

                              （１口１時間につき 単位円） 

   1 口の作業構成員数 

          による区分 

 昼夜区分 

9 人以下 

(7.5 人) 

10 人～13 人 

(11.5 人) 

14 人～17 人 

(15.5 人) 

18 人～21 人 

(19.5 人) 

22 人以上 

(22.5 人) 

昼   間 

(８時 30 分から 16 時 30 分まで) 
34,030 52,170 70,300 88,440 102,060 

半   夜 

(16 時 30 分から 21 時 30 分まで) 
52,940 81,150 109,360 137,570 158,760 

 

本料金は、荷役開始時刻（昼間荷役にあっては８時 30 分、半夜荷役にあっては 16 時 30 分）以降

における本船入港待、本船積込貨物の到着待又は、天候或いは、揚貨装置故障等による荷役待機が

生じた場合であって、昼間荷役にあっては、８時 30 分から 16 時 30 分までの間、半夜荷役にあって

は、16 時 30 分から 21 時 30 分までの間に発生した待機時間について、それぞれの待機料金を適用し

ます。 

   ただし、待機事由が港運事業者の責に帰さないものであるときに限ります。 



７ 

 

５．最低料金 

    最低料金は、次のとおりとします。 

                                 （１口につき 単位円） 

   1 口の作業構成員数 

          による区分 

昼夜区分 

9 人以下 

(7.5 人) 

10 人～13 人 

(11.5 人) 

14 人～17 人 

(15.5 人) 

18 人～21 人 

(19.5 人) 

22 人以上 

(22.5 人) 

昼   間 

(８時 30 分から 16 時 30 分まで) 
269,970 413,880 557,710 701,620 809,680 

半   夜 

(16 時 30 分から 21 時 30 分まで) 
269,970 413,880 557,710 701,620 809,680 

   本料金は、次の各号に該当する場合に適用します。 

   ただし、これらの場合が港運事業者の責に帰さないものであるときに限ります。 

(1)荷役手配の取消の場合 

   ①昼間荷役の手配申し受け最終時刻（前日の 15 時）以降２時間を経過してからの取消については、

昼間荷役の最低料金を適用します。 

   ②半夜荷役の手配申し受け最終時刻（当日の 15 時）以降の取消については、半夜荷役の最低料金

を適用します。 

(2)半端荷役等の場合 

     荷役開始後における作業中止又は、少量作業或いは待機が伴ったこと等により、昼間荷役及び半

夜荷役の区分毎に当該作業に係る請求金額がそれぞれの最低料金額に満たない場合は、該当の最低

料金を適用します。 

 

６．分担金等 

区   分 金   額 

 (1)港湾福利分担金 

 (2)港湾労働法関係付加金 

 (3)労働安定基金 

 各貨物（一律）１トンにつき ４円 

  各貨物（一律）１トンにつき １円 50 銭 

  各貨物（一律）１トンにつき ３円 50 銭 

 

７．消費税及び地方消費税の加算 

(1) 運賃及び料金の総額に消費税法等に基づく税率を乗じて計算します。 

ただし、免税となる取引には適用しません。 

(2)上記により計算された金額に１円未満の端数が生じたときは１円単位に四捨五入します。 

８．料金の計算方 

   料金の計算方は、次によります。 

    計算トン数は、重量、容積いずれか大なる方とし、重量は 1,000 キログラム、容積は 1.133 立方

米をもって１トンとみなします。 

   なお、慣例により重量に一定の係数を乗じて得た数値をもって計算トン数としている場合には、

その例によります。 

   ただし、コンテナは実入・空とも 20 フィート型は１個当たり 32 トン、40 フィート型は１個当た

り 48 トンをもってそれぞれ計算トン数とします。 

   また、20 フィート型未満のコンテナは、20 フィート型を基準とする換算トン数をもって計算トン

数とし、35 フィート型及び 45 フィート型等は 40 フィート型と同じとします。 

 

９．その他 

(1)特殊貨物（特大品、変質・発熱・塵埃・悪臭・汚損の甚だしい貨物、海難貨物等）、雨天・雪天時

荷役及び特殊荷役（海難船・特殊船の荷役、沈木作業、防波堤外荷役、荒天時荷役、荷印その他仕

訳を伴う荷役等）の場合は、基本料金のほかに、委託者と協議の上決定した金額を申し受けます。 

(2)委託者の要求により、特別の荷役機械、資材等を使用した場合及びフォアマンを増員した場合には、

委託者と協議の上、別途実費を申し受けます。 

(3)本料金表に記載のない事項については、法令に反しない範囲内において当事者間の取極め又は、慣

習によります。 



８ 

 

（３）港湾荷役料金表（沿岸荷役料金）（総トン数 1,000 トン未満の小型船荷役料金を除く） 

 

Ⅰ．適用範囲 

  この港湾荷役料金（沿岸荷役料金）は、沿岸荷役のみを行う場合に適用します。 

 

Ⅱ．料金の種類及び適用方 

 １．基本料金 

   接岸本船船側・はしけ内    上屋・野積場内又は、上屋・野積場前 

                                  （１トンにつき 単位円） 

品    目 

金  額 

  接岸本船船側・

はしけ内 

  上屋・野積場内 

 接岸本船船側・

はしけ内 

 上屋・野積場前 

ユ 

ニ 

タ 

イ 

ズ 

貨 

物 

等 

コンテナ 
   実   入    ６７０    ５３６ 

     空    ５６９    ４５５ 

  パレタイズ貨物・バンパック・バッグコンテナ・プレス

リング 
 １，０１４    ８１１ 

  ノックダウン自動車 

  完成車（重量５ﾄﾝ未満かつ容積 20 ﾄﾝ未満のもの） 
   ７８８    ６３０ 

  完成車（重量５ﾄﾝ以上又は容積 20 ﾄﾝ以上のもの）  １，１９２    ９５４ 

包 

 

装 

 

品 

  袋物  １，４３７  １，１５０ 

  ベール物  １，４２０  １，１３６ 

カートン 

ケ ー ス 

クレート 

  雑貨類・機械類（1 個当り 5 ﾄﾝ未満のもの）  １，４５７  １，１６６ 

  機械類（1 個当り 5 ﾄﾝ以上のもの）  １，１９２    ９５４ 

  青果類  １，２６２  １，０１０ 

  冷凍品・冷蔵品 －  １，５５６ 

有 

 

姿 

 

貨 

 

物 

  タイヤ    ９４２    ７５４ 

  巻取紙（内地産）  １，０５９    ８４７ 

木 材 岸壁揚のもの 
原 木 

米国材・南洋材    ９２９    ７４３ 

北洋材    ９１１    ７２９ 

製   材    ９４９    ７５９ 

 非鉄金属類（半製品・銑鉄・地金）  １，４８４  １，１８７ 

鋼 材 
 一般鋼材（口径 12 ｲﾝﾁ未満の鋼管含む）  １，２２３    ９７８ 

 鋼管（口径 12 ｲﾝﾁ以上のもの）・コイル  １，０４０    ８３２ 

 石材  １，０２８    ８２２ 

撒 

貨 

物 

 小麦・肥料原料・鉱礦石（粉）  １，０２１    ８１７ 

 鉱礦石（塊）・特殊鉱礦石  １，２１８    ９７４ 

 砂糖    ９５０    ７６０ 

 

(1)作業範囲  

基本料金が適用される作業範囲は、次のとおりとします。 

    ただし、関連事業に係る行為は除きます。 

   ①「接岸本船船側・はしけ内   上屋・野積場内」の場合 

    (ｲ)接岸本船船側   上屋・野積場内の場合 

     （揚荷）本船船側にある貨物を、上屋・野積場内へ移送、拼付するまでの作業。 

     （積荷）上屋・野積場内の貨物を搬出し、本船船側へ移送する作業。 

    (ﾛ)はしけ内   上屋・野積場内の場合 

     （揚荷）はしけ内の貨物を陸揚し、上屋・野積場内へ移送、拼付するまでの作業。 



９ 

 

     （積荷）上屋・野積場内の貨物を搬出し、はしけ内へ移送し積付けるまでの作業。 

  ②「接岸本船船側・はしけ内   上屋・野積場前」の場合 

    (ｲ)接岸本船船側   上屋・野積場前の場合 

     （揚荷）本船船側にある貨物を、上屋・野積場前又は、貨車・トラック等の車側へ移送する

作業。 

     （積荷）上屋・野積場前又は、貨車・トラック等の車側にある貨物を、本船船側へ移送する

作業。 

    (ﾛ)はしけ内   上屋・野積場前の場合 

     （揚荷）はしけ内の貨物を陸揚し、上屋・野積場前又は、貨車・トラック等の車側へ移送す

る作業。 

     （積荷）上屋・野積場前又は、貨車・トラック等の車側にある貨物を、はしけ内へ移送し積

付けるまでの作業。 

(2)料金表に記載のない貨物等 

基本料金表に記載のない貨物については、基本料金表記載の貨物と、荷姿、作業構成員数等が類

似している場合は、その料金を適用し、類似した貨物がない場合は、委託者と協議の上、決定した

基本料金とします。 

 

２．割増料金 

   割増料金は、次のとおりとします。 

   ただし、割増料金が重複する場合には、基本料金にそれぞれの割増率を乗じて各割増料金を算出

し、これらの金額を合算します。 

種 別 内  容 割増率 

半 夜 荷 役      16 時 30 分から 21 時 30 分までの間における荷役  基本料金の６割増 

土曜日荷役 

土曜日（当該週の月曜日から金曜日までの間に国民

の祝日（振替休日を含む）がある場合における土曜

日を除く。）における荷役 

 基本料金の６割増 

 日曜日・ 

祝祭日荷役 
 日曜日・祝祭日における荷役  基本料金の 10 割増 

 

３．割引料金 

割引料金は、次のとおりとします。 

ただし、割引料金が重複する場合には、基本料金にそれぞれの割引率を乗じて各割引料金を算出

し、これらの金額を差し引きます。 

(1)大口数量割引 

委託者からの１荷役の引受において、同一貨物の量が 

    ①1,000 トン以上 3,000 トン未満の場合、当該貨物の全量について基本料金の５％ 

   ②3,000 トン以上の場合、当該貨物の全量について基本料金の７％ 

    に相当する金額を、当該貨物全量について当該貨物の基本料金を乗じて得た金額からそれぞれ割

引します。 

(2)長期大量割引 

     同一委託者からの引受において、次のいずれの項目にも該当する場合は、当該取扱貨物量にそれ

ぞれの基本料金を乗じて得た合計額の５％に相当する額を、当該引受に係る請求額から割引ます。 

   ①３ヶ月以上の長期契約があること 

   ②１ヶ月間に２回以上の反復継続の引受があること 

③１回当たりの荷役量が 3,000 トンを超えること 



１０ 

 

４．待機料金 

   待機料金は、次のとおりとします。 

                           （１口１時間につき 単位円） 

  1 口の作業構成員数 

          による区分 

 昼夜区分 

４人～６人 

(５人） 

７人～９人 

(８人） 

10 人～12 人 

(11 人） 

13 人～15 人 

(14 人） 

16 人～18 人 

(17 人） 

19 人～21 人 

(20 人) 

昼   間 

(８時 30 分から 16 時 30 分まで) 
20,500 32,760 45,050 57,340  69,620  81,920 

半   夜 

(16時 30分から 21時 30分まで) 
31,890 50,960 70,080 89,200 108,300 127,430 

 

本料金は、荷役開始時刻（昼間荷役にあっては８時 30 分、半夜荷役にあっては 16 時 30 分）以

降における本船入港待、本船積込貨物の到着待又は、天候或いは、揚貨装置故障等による荷役待

機が生じた場合であって、昼間荷役にあっては、８時 30 分から 16 時 30 分までの間、半夜荷役に

あっては、16 時 30 分から 21 時 30 分までの間に発生した待機時間について、それぞれの待機料金

を適用します。 

    ただし、待機事由が港運事業者の責に帰さないものであるときに限ります。 

 

５．最低料金 

   最低料金は、次のとおりとします。 

                               （１口につき 単位円） 

   1 口の作業構成員数 

          による区分 

 昼夜区分 

４人～６人 

(５人） 

７人～９人 

(８人） 

10 人～12 人 

(11 人） 

13 人～15 人 

(14 人） 

16 人～18 人 

(17 人） 

19 人～21 人 

(20 人） 

昼   間 

(８時 30 分から 16 時 30 分まで) 
162,630 259,900 357,400 454,900 552,320 649,900 

半   夜 

(16時 30分から 21時 30分まで) 
162,630 259,900 357,400 454,900 552,320 649,900 

 

本料金は、次の各号に該当する場合に適用します。 

    ただし、これらの場合が港運事業者の責に帰さないものであるときに限ります。 

(1)荷役手配の取消の場合 

   ①昼間荷役の手配申し受け最終時刻（前日の 15 時）以降２時間を経過してからの取消については、

昼間荷役の最低料金を適用します。 

   ②半夜荷役の手配申し受け最終時刻（当日の 15 時）以降の取消については、半夜荷役の最低料金

を適用します。 

(2)半端荷役等の場合 

    荷役開始後における作業中止又は、少量作業或いは待機が伴ったこと等により、昼間荷役及び半

夜荷役の区分毎に当該作業に係る請求金額がそれぞれの最低料金額に満たない場合は、該当の最低

料金を適用します。 

 

 

６．上屋出しコンテナ詰又は、コンテナ出し上屋入れ作業料金 

   本料金は、次の作業を行った場合に適用します。 

(1)上屋内（コンテナフレートステーションを含む）の貨物をその上屋内又は、戸前でコンテナに詰め

るまでの作業。 

(2)コンテナ内の貨物を取り出し、上屋内（コンテナフレートステーションを含む）に拼付するまでの

作業 

                             （１トンにつき 単位円） 

袋物・ベール物及びこれらに類似した作業能率のもの     ２，４７３ 



１１ 

 

  雑貨類・機械類（１個当り５トン未満のもの） 

  及びこれらに類似した作業能率のもの 
    ２，２１７ 

  ユニタイズ貨物、ノックダウン自動車及び完成車、機械類（１個当り

５トン以上のもの）及びこれらに類似した作業能率のもの 
    １，９８６ 

 

７．看貫作業料金 

本料金は、貨物の看貫作業を行った場合に適用し、当該貨物の上屋内基本料金の３割とします。 

ただし、計量器使用及び検量立会人の費用については、本料金とは別に実費を申し受けます。 

 

８．仕訳作業料金 

本料金は、貨物の仕訳作業を行った場合に適用し、当該貨物の上屋内基本料金の３割とします。 

 

９．はい替作業料金 

    本料金は、貨物のはい替作業を行った場合に適用し、当該貨物の上屋内基本料金の８割とします。 

 

10．上屋保管料金 

(1)本料金は、船舶又は、はしけ積卸貨物を上屋その他の荷捌場において、一時保管する場合に適用し

ます。 

(2)本料金表に記載のない貨物については類似した保管内容（坪当りの収容トン数）の料金を適用しま

す。 

(3)本料金の計算は、貨物搬入の日から貨物搬出の日までとします。 

（１日１トンにつき 単位円） 

          区  分 

 貨物分類 
  私設上屋の場合   公共上屋の場合 

コンテナ（野積場） １３ ９ 

繊 維 原 料 類          ５７ ４３ 

青       果 ５７ ４３ 

窯   製   品 ６８ ５７ 

そ の 他 の 貨 物          １００ ８１ 

   （注）１．公共上屋の場合の上屋使用料は、条例に基づく金額を別途申し受けます。 

      ２．コンテナについては、野積場置きの料金とします。 

      ３．定温保管を要する貨物については、本料金の８割増、また、くん蒸を要する貨物につ

いては、本料金の２割増とします。 

 

 

 

 

 

11．分担金等 

区   分 金   額 

 (1)港湾福利分担金 

 (2)港湾労働法関係付加金 

 (3)労働安定基金 

 各貨物（一律）１トンにつき ４円 

  各貨物（一律）１トンにつき １円 50 銭 

  各貨物（一律）１トンにつき ３円 50 銭 

 

 

 

 

12．消費税及び地方消費税の加算 



１２ 

 

(1) 運賃及び料金の総額に消費税法等に基づく税率を乗じて計算します。 

   ただし、免税となる取引には適用しません。 

(2)上記により計算された金額に１円未満の端数が生じたときは１円単位に四捨五入します。 

 

13．料金の計算方 

   料金の計算方は、次によります。 

   計算トン数は、重量、容積いずれか大なる方とし、重量は 1,000 キログラム、容積は 1.133 立方

米をもって１トンとみなします。 

   なお、慣例により重量に一定の係数を乗じて得た数値をもって計算トン数としている場合には、

その例によります。 

   ただし、コンテナは実入・空とも 20 フィート型は１個当たり 32 トン、40 フィート型は１個当た

り 48 トンをもってそれぞれ計算トン数とします。 

また、20 フィート型未満のコンテナは、20 フィート型を基準をする換算トン数をもって計算トン

数とし、35 フィート型及び 45 フィート型等は 40 フィート型と同じとします。 

 

14．その他 

(1)特殊貨物（特大品、変質・発熱・塵埃・悪臭・汚損の甚だしい貨物、海難貨物等）、雨天・雪天時

荷役及び特殊荷役（長距離移送、荒天時荷役、見本採取等を伴う荷役等）の場合は、基本料金のほ

かに、委託者と協議の上決定した金額を申し受けます。 

(2)委託者の要求により、特別の荷役機械、資材等を使用した場合には、委託者と協議の上、別途実費

を申し受けます。 

(3)本料金表に記載のない事項については、法令に反しない範囲内において当事者間の取極め又は、慣

習によります。 

（４）港湾荷役料金表（総トン数 1,000 トン未満の小型船荷役料金） 

Ⅰ．適用範囲 

   この港湾荷役料金（総トン数 1,000 トン未満の小型船荷役料金）は、 

 (1)総トン数 1,000 トン未満 500 トン以上の小型船の本船内    上屋・野積場内又は、戸前迄の

荷役 

  (2)総トン数 500 トン未満の小型船の本船内   上屋・野積場内又は、戸前迄の荷役に適用します。 

    ただし、(1)及び(2)に該当する小型船荷役で船内荷役のみ又は、沿岸荷役のみの場合は、当港に

おいて適用される港湾荷役料金（船内荷役料金）又は、港湾荷役料金（沿岸荷役料金）を適用し

ます。 

 

Ⅱ．料金の種類及び適用方  

１．基本料金 

 (1)総トン数 1,000 トン未満 500 トン以上の小型船内  上屋・野積場内又は、上屋・野積場前 

                                （１トンにつき 単位円） 

品    目 

金  額 

  本船内 

  上屋・野積場内 

 本船内 

 上屋・野積場前 
ユ 

ニ 

タ 

イ 

ズ 

貨 

物 

等 

コンテナ 
   実   入    ７８５    ７２８ 

     空    ６６６    ６１８ 

  パレタイズ貨物・バンパック・バッグコンテナ・プレスリ

ング 
 １，８９１  １，７５４ 

  ノックダウン自動車 

  完成車（重量５ﾄﾝ未満かつ容積 20 ﾄﾝ未満のもの） 
 １，４８１  １，３７４ 

  完成車（重量５ﾄﾝ以上又は容積 20 ﾄﾝ以上のもの）  ２，０５８  １，８９５ 

包 

 

装 

  袋物  ２，５８２  ２，３８６ 

  ベール物  ２，５１０  ２，３１６ 

カートン   雑貨類・機械類（1 個当り 5 ﾄﾝ未満のもの）  ２，８５１  ２，６５２ 
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品 

ケ ー ス 

クレート 
  機械類（1 個当り 5 ﾄﾝ以上のもの）  ２，０５８  １，８９５ 

  青果類  ２，１０９  １，９３７ 

  冷凍品・冷蔵品 －  ４，２１８ 

有 

 

姿 

 

貨 

 

物 

  タイヤ  １，９６８  １，８４０ 

  巻取紙（内地産）  １，２５９  １，１６９ 

木 材 岸壁揚のもの 
原 木 

米国材・南洋材  １，４００  １，２７４ 

北洋材  １，９５９  １，８３４ 

製   材  １，５１３  １，３８４ 

 非鉄金属類（半製品・銑鉄・地金）  ２，２５８  ２，０５６ 

鋼 材 
 一般鋼材（口径 12 ｲﾝﾁ未満の鋼管含む）  １，８９８  １，７９５ 

 鋼管（口径 12 ｲﾝﾁ以上のもの）・コイル  １，６１４  １，５２６ 

 石材  ２，２９０  ２，１５０ 

撒 

貨 

物 

 小麦・肥料原料・鉱礦石（粉）  １，４９４  １，３５６ 

 鉱礦石（塊）・特殊鉱礦石  ２，１０３  １，９３７ 

 砂糖  ２，０７０  １，９４１ 
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(2)総トン数 500 トンの小型船内   上屋・野積場内又は、上屋・野積場前 

                                （１トンにつき 単位円） 

品    目 

金  額 

  本船内 

  上屋・野積場内 

 本船内 

 上屋・野積場前 
ユ 

ニ 

タ 

イ 

ズ 

貨 

物 

等 

コンテナ 
   実   入    ７８１    ６２５ 

     空    ６６３    ５３０ 

  パレタイズ貨物・バンパック・バッグコンテナ・プレスリ

ング 
 １，１８２    ９４５ 

  ノックダウン自動車 

  完成車（重量５ﾄﾝ未満かつ容積 20 ﾄﾝ未満のもの） 
   ９１８    ７３５ 

  完成車（重量５ﾄﾝ以上又は容積 20 ﾄﾝ以上のもの）  １，３８８  １，１１０ 

包 

 

装 

 

品 

  袋物  １，６７４  １，３３９ 

  ベール物  １，６５５  １，３２３ 

カートン 

ケ ー ス 

クレート 

  雑貨類・機械類（1 個当り 5 ﾄﾝ未満のもの）  １，６９８  １，３５９ 

  機械類（1 個当り 5 ﾄﾝ以上のもの）  １，３８８  １，１１０ 

  青果類  １，４７０  １，１７７ 

  冷凍品・冷蔵品 －  １，８１２ 

有 

 

姿 

 

貨 

 

物 

  タイヤ  １，０９７    ８７８ 

  巻取紙（内地産）  １，２３４    ９８７ 

木 材 岸壁揚のもの 
原 木 

米国材・南洋材  １，０８２    ８６６ 

北洋材  １，０６１    ８４９ 

製   材  １，１０５    ８８４ 

 非鉄金属類（半製品・銑鉄・地金）  １，７２９  １，３８３ 

鋼 材 
 一般鋼材（口径 12 ｲﾝﾁ未満の鋼管含む）  １，４２５  １，１４０ 

 鋼管（口径 12 ｲﾝﾁ以上のもの）・コイル  １，２１２    ９７０ 

 石材  １，１９７    ９５８ 

撒 

貨 

物 

 小麦・肥料原料・鉱礦石（粉）  １，１９０    ９５２ 

 鉱礦石（塊）・特殊鉱礦石  １，４２０  １，１３６ 

 砂糖  １，１０６    ８８５ 

(1)作業範囲 

    基本料金が適用される作業範囲は、次のとおりとします。 

    ただし、関連事業に係る行為は除きます。 

   ①「本船内   上屋・野積場内」の場合 

    （揚荷）本船内の貨物を岸壁上に取卸し、上屋・野積場内へ移送、拼付するまでの作業。 

    （積荷）上屋・野積場内の貨物を岸壁上に移送し、本船内に積込むまでの作業。 

   ②「本船内   上屋・野積場前」の場合 

    （揚荷）本船内の貨物を岸壁上に取卸し、上屋・野積場前又は、貨車・トラック等の車側へ移

送する作業。 

    （積荷）上屋・野積場前又は、貨車・トラック等の車側にある貨物を岸壁上に移送し、本船内

に積込むまでの作業。 

 

(2)料金表に記載のない貨物等 

    基本料金表に記載のない貨物については、基本料金表記載の貨物と、荷姿、作業構成員数等が類

似している場合は、その料金を適用し、類似した貨物がない場合は、委託者と協議の上、決定し

た基本料金とします。 
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２．割増料金 

   割増料金は、次のとおりとします。 

   ただし、割増料金が重複する場合には、基本料金にそれぞれの割増率を乗じて各割増料金を算出

し、これらの金額を合算します。 

種 別 内  容 割増率 

半 夜 荷 役      16 時 30 分から 21 時 30 分までの間における荷役  基本料金の６割増 

土曜日荷役 

土曜日（当該週の月曜日から金曜日までの間に国民

の祝日（振替休日を含む）がある場合における土曜

日を除く。）における荷役 

 基本料金の６割増 

 日曜日・ 

 祝祭日荷役 
 日曜日・祝祭日における荷役  基本料金の 10 割増 

 

３．割引料金 

   大口数量割引料金は、次のとおりとします。 

   委託者からの１荷役の引受において、同一貨物の量が 1,000 トン以上の場合は、当該貨物全量に

ついて当該貨物の基本料金を乗じて得た金額から５％を割引ます。 

 

４．分担金等 

(1)総トン数 1,000 トン未満 500 トン以上の小型船内 

          上屋・野積場内又は、上屋・野積場前 

  区   分 金   額 

 (1)港湾福利分担金 

 (2)港湾労働法関係付加金 

 (3)労働安定基金 

 各貨物（一律）１トンにつき ８円 

  各貨物（一律）１トンにつき ３円 

  各貨物（一律）１トンにつき ７円 

 

(2)総トン数 500 トン未満の小型船内 

          上屋・野積場内又は、上屋・野積場前 

  区   分 金   額 

 (1)港湾福利分担金 

 (2)港湾労働法関係付加金 

 (3)労働安定基金 

 各貨物（一律）１トンにつき ４円 

  各貨物（一律）１トンにつき １円 50 銭 

  各貨物（一律）１トンにつき ３円 50 銭 

 

５．消費税及び地方消費税の加算 

(1) 運賃及び料金の総額に消費税法等に基づく税率を乗じて計算します。 

   ただし、免税となる取引には適用しません。 

(2)上記により計算された金額に１円未満の端数が生じたときは１円単位に四捨五入します。 

 

６．料金の計算方 

   料金の計算方は、次によります。 

   計算トン数は、重量、容積いずれか大なる方とし、重量は 1,000 キログラム、容積は 1.133 立方

米をもって１トンとみなします。 

    なお、慣例により重量に一定の係数を乗じて得た数値をもって計算トン数としている場合には、

その例によります。 

    ただし、コンテナは実入・空とも 20 フィート型は１個当たり 32 トン、40 フィート型は１個当た

り 48 トンをもってそれぞれ計算トン数とします。 

    また、20 フィート型未満のコンテナは、20 フィート型を基準をする換算トン数をもって計算トン

数とし、35 フィート型及び 45 フィート型等は 40 フィート型と同じとします。 
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７．その他 

(1)本料金を適用する荷役において、「上屋出しコンテナ詰又は、コンテナ出し上屋入れ作業」、「看貫

作業」、「仕訳作業」、「はい替作業」及び「上屋保管」が伴う場合のこれら諸作業に係る料金は、当

港において適用される港湾荷役料金（沿岸荷役料金）のそれぞれの料金を準用します。 

(2)特殊貨物（特大品、変質・発熱・塵埃・悪臭・汚損の甚だしい貨物、海難貨物等）、雨天・雪天時

荷役及び特殊荷役（海難船・特殊船の荷役、荒天時荷役、荷印その他仕訳を伴う荷役、見本採取等

を伴う荷役、沿岸荷役における長距離移送等）の場合は、基本料金のほかに、委託者と協議の上決

定した金額を申し受けます。 

(3)委託者の要求により、特別の荷役機械、資材等を使用した場合には、委託者と協議の上、別途実

費を申し受けます。 

(4)本料金表に記載のない事項については、法令に反しない範囲内において当事者間の取極め又は、慣

習によります。 

 

(5)料金表に記載のない貨物等 

    基本料金表に記載のない貨物については、基本料金表記載の貨物と、荷姿、作業構成員数等が

類似している場合は、その料金を適用し、類似した貨物がない場合は、委託者と協議の上、決定

した料金を基本料金とします。 

 

２．最低料金 

    本料金は、１件の請求金額が当該貨物に係る基本料金の１トン分に満たない場合に適用し、１

件の請求額が１トン分に満たない場合は、１トン分とします。 

 

３．分担金等 

区   分 

金     額 

上屋入れより        

はしけ取り・        

本船積の場合        

直 背 後 上 屋        

入れより接岸        

本船積の場合        

営業倉庫河岸        

はしけ受けより 

本船積の場合        

上屋入れより        

ハプニングの上 

ＣＹ渡しの場合 

(1)港湾福利分担金 ９円 20 銭 ５円 20 銭 ４円 80 銭 ４円 80 銭 

(2)港湾労働法関係付加金 １円 50 銭 １円 50 銭 － １円 50 銭 

(3)労働安定基金 ８円 05 銭 ４円 55 銭 ４円 20 銭 ４円 20 銭 

 

 

 

４．消費税及び地方消費税の加算 

(1) 運賃及び料金の総額に消費税法等に基づく税率を乗じて計算します。 

    ただし、免税となる取引には適用しません。 

(2)上記により計算された金額に１円未満の端数が生じたときは１円単位に四捨五入します。 

 

５．料金の計算方 

料金の計算方は、次によります。 

計算トン数は、重量、容積いずれか大なる方とし、重量は 1,000 キログラム、容積は 1.133 立方米を

もって１トンとみなします。 

 

６．その他 

(1)本料金を適用する作業において、半夜、土曜日及び日曜日・祝祭日に作業を行った場合は、当港で

適用される港湾荷役料金（沿岸荷役料金）、はしけ運送料金及び検数料金におけるそれぞれの割増

率を乗じて得た金額を別途加算し、申し受けます。 

(2)特殊貨物（特大品、変質・発熱・塵埃・悪臭・汚損の甚だしい貨物等）の場合は、基本料金のほか

に、委託者と協議の上決定した金額を申し受けます。 

(3)次の費用については実費を申し受けます。 
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   ①航路別（方面別）優先使用方式による公共埠頭の公共上屋に搬入された貨物を、当該埠頭内にお

いて、搬入上屋直前バース以外のバースに接岸した本船まで横持ちする場合の横持ち費用 

   ②上屋入れよりバンニングの上ＣＹ渡しの場合のＣＹまでのドレイエージの費用及びバンニング

時のラッシングの費用 

③委託者の要求により、小量貨物につき、特にはしけを使用した場合の費用 

   ④委託者の要求により、貨物の荷造、改造、補修及び荷印の刷り込み等を行った費用 

(4)本料金表に記載のない事項については、法令に反しない範囲内において当事者間の取極め又は、慣

習によります。 


